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「東京消費者センターから民事訴訟手続に関するハガキが届いた」という相談が各地の

消費生活センターに寄せられています。（ハガキ例は裏面参照） 

「東京消費者センター」という組織は存在しません。 

絶対に連絡をとらないでください。 

 

～消費者へのアドバイス～ 

★ 「東京消費者センター」という組織は存在しません！ 

東京都には、「東京都消費生活総合センター」は存在し

ますが、「東京消費者センター」などという組織は存在しません。 

記載内容から見ても明らかな架空請求ハガキです。 

 

★ 東京都消費生活総合センターは、相談をしたことのない方に電話をかけたりハガキ

を送ったりすることはありません！ 

 

★ 「訴状通知書」がハガキで送られてくることはありません！  

「訴訟」や「財産の差押え」などという言葉で消費者を不安にさせて、電話をかけさせる手

口です。裁判所からの書類がハガキの形で送られてくることはありません。消費者が電話を

かけると、最終的には金銭をだまし取られることになります。架空請求は一切、相手をせず、

無視するようにしましょう。 

 

★ 消費生活センターにご相談ください！ 

架空請求では、「消費者センター」、「国民生活センター」、「法務省」などの誰もが知

っているような公的な機関を騙って、消費者を信用させようとする事例が多く見受け

られます。架空請求のハガキやメールが送られてきたときは、最寄りの消費生活センターに

ご相談ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京消費者センター」からの架空請求ハガキに注意！ 

 

【問合せ先】東京都消費生活総合センター相談課 

電話 ０３－３２３５－９２９４ 

緊急消費者被害情報 

東京都消費生活総合センター 

０３－３２３５－１１５５（相談専用電話） 

  ０３－３２３５－２４００（架空請求１１０番） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実際に送付されたハガキ） 

当該企業とは

どこの誰なの

か、具体的な名

称を書いてい

ません！ 

穏便な解決に

向けて相談を

受けると言い

ながら、連絡が

ない場合は財

産の差押え等

が執行される

と脅していて

不自然です！ 

身 に 覚 え の な

いという人に、

電 話 連 絡 を さ

せる手口です。

絶 対 に 電 話 し

な い で く だ さ

い！ 

何 の 契 約 金 で

い く ら の 不 払

い が あ る の か

不明です。そう

した中で、財産

の 差 押 え 執 行

の 要 求 を 裁 判

所 が 受 理 す る

こ と は あ り え

ません！  

 

異議申立の期

日を、ハガキの

到着後 3 日以

内とすること

で消費者を不

安にさせ、あわ

てて連絡する

ように誘導す

る手口です！ 

「訴状通知書」

がハガキで送

られてくるこ

とはありませ

ん！  

「ＳＴＯＰ架空請求」で架空請求通報受付中（東京くらしＷＥＢ）

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku 

 

消費生活センター等をかたる不審な電話やはがきにご注意ください！！（消費者庁） 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_010/ 

電話****-***-*** 

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_010/

